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序　文

　下野市域は、古の昔から自然環境に恵まれ大きな災害もなく、豊饒の大地の
恵みを受け、そこに住む人々は、新たな文化を創造し、日々の生活の様式、暮
らしとして次世代へと受け継がれてきました。
　人々が暮らしの中で創造し、残された痕跡が遺跡として、継承されてきました。
これらの遺跡の中で、本市や栃木県のみならず、国の歴史を考える上で重要な
史跡として、下野薬師寺跡、下野国分寺跡・尼寺跡、小金井一里塚が国の史跡
として指定されています。
　特に下野薬師寺を中心とした周辺地域は、古代東国における仏教文化の中心
地として、さらに古代下野国の行政・経済・文化の中心地として発展した地域
でした。
　現在、本市では、これらの歴史的特性を活かしたまちづくりと文化財保存・
活用事業の連携を図った事業を、東の飛鳥プロジェクトと位置付け推進を図っ
ています。
　国史跡下野薬師寺跡は、大正 10 年 3 月の史跡指定から令和 3 年 3 月で 100 周
年を迎えました。指定以来、これまで史跡にかかわった多くの先人たちによって、
調査・保存・整備・活用が繰り返しおこなわれてきました。
　本市では、先人たちに倣いこの重要な史跡の恒久的な保存を図るため、ここ
に「国指定史跡 下野薬師寺跡 第３期保存整備基本計画書」を作成いたしました。
　本書が市民の皆様にとって郷土の歴史を理解する一助になるとともに、各方
面において広くご活用いただければ幸いです。
　末筆になりましたが、本書の発刊に際しまして、多大なご理解のもとにご協
力いただきました地元の皆様、文化庁をはじめ関係各位に心からお礼申し上げ
ます。

令和３年３月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  下野市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教育長　池澤　勤



例　言

１．本書は、栃木県下野市に所在する国指定史跡下野薬師寺跡の第３期保存整
備基本計画書である。

２．本計画の策定は、下野市教育委員会が事業主体となって行った。
３．本計画は、「下野市史跡保存整備委員会」（平成 18 年度～令和２年度）のう

ち、令和元年度と令和２年度の２か年にわたる協議によりまとめられ、下野
市教育委員会が所定の手続きを経て策定した。

４．本計画策定に係る事務は、下野市教育委員会が担当した。また、計画検討
及び委員会運営補助等の関連業務を株式会社イビソクに委託した。

５．本計画の策定にあたり、次の諸機関にご指導・ご協力をいただいた。記し
て謝意を表する。

　　文化庁文化財第二課・文化資源活用課、栃木県教育委員会
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第１章　計画策定の経緯と目的
１．計画策定の経緯
　下野薬師寺跡は、古来より７世紀末頃からの古瓦が出土することで知られ、また、『続
日本後紀』などの史書に「天武天皇所建立也」と記されることなどから、大正 10 年 (1921)
３月３日に国史跡に指定された。令和３年 (2021) には史跡指定 100 周年を迎える。
　昭和 40 年度 (1965) からの６次にわたる発掘調査によって金堂跡や講堂跡が確認され、
伽藍の中心が史跡地南西に造営されたことが判明した。また、当時の南河内町教育委員
会が旧南河内町から下野市合併までの期間に実施した、昭和 62 年度 (1987) から平成 17
年度 (2005) までの発掘調査によって、伽藍中心部の様相が明らかになった。昭和 45 年
度 (1970) から平成９年度 (1997) まで公有地化を行い、16,793.31 ㎡が公有地化され、平成
９年度 (1997) に第１期整備がはじまった。平成 13 年度 (2001) に「ふるさと歴史の広場」
として供用を開始し、下野薬師寺歴史館と合わせて梅の花のほころぶ史跡広場として活用
されている。
　平成 18 年 (2006)、南河内町・石橋町・国分寺町が合併し下野市が誕生した。新市にお
いても先行する計画に基づき、整備に向けて史跡の公有化を継続している。平成 22 年度
(2010) には、史跡のさらなる保存活用を図るため、『国指定史跡下野薬師寺跡第２期保存
管理計画書』（以下『第２期保存管理計画書』という）を作成し、再建塔跡地区を中心と
した第２期整備事業に取りかかった。上記のような史跡整備を進める中で、近年は魅力あ
るまちづくりのひとつの方法として、地域に根ざした歴史遺産を幅広く活用する動きが盛
んになっており、本市においても平成 28 年 (2016)11 月に『下野市歴史文化基本構想』を、
平成 31 年 (2019) ３月に『下野市歴史的風致維持向上計画』を策定した。
　また、平成 31 年 (2019) ４月には「文化財保護法」が改正、施行された。地域における
文化財の計画的な保存・活用を推進するために、今回の改正では、「過疎化・少子高齢化
などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財
をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいくことが必要
である。このため、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護
行政の推進力の強化を図る」としており、各自治体の『文化財保存活用地域計画』の策定
を促している。本市も平成 30 年 (2018)10 月から、上記『地域計画』の策定に取りかかり、
令和２年 (2020) ７月に策定した。
　これらの地域の文化財を取り巻く社会情勢の変化等を踏まえながら、史跡を確実に後世
へ継承し、史跡の持つ価値をより高めるため、第３期保存整備基本計画を策定する。

２．計画策定の目的
　史跡の現状として、主に以下の項目が事業未完了で、整備上の課題となっている。
　（１）史跡指定地内の公有地化
　　　※公有地の具体的な範囲については、第３章の p.26「（６）公有化状況」に記載。
　（２）未整備地域に位置する金堂、講堂、東金堂、創建塔、東回廊の遺構表示
　（３）西側南西地区の第１期整備の補修（主に西回廊など）
　（４）解説板、下野薬師寺歴史館の常設展示の内容更新
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（５）－①『第２期保存管理計画書』で整理した課題のうち、現在まで残されている課題
・県道を横断する見学に対応するための、安全対策やバリアフリー対策に関する検討
・指定地内を横断する市道の廃止とその代替措置
・景観配慮上、撤去・迂回等が望ましい整備予定地内の電柱の取扱いに関する協議や調整
・現在活動中のボランティアや地権者等との協働体制の一層の推進
・ボランティアや地権者等との連絡協議会等の設置
・庁内の連携を円滑に行うため、都市計画部局、観光部局、教育委員会内の学校教育主管

課等を交えた検討部会の設置
・「歴史文化基本構想」「歴史的風致維持向上計画」及び「文化財保存活用地域計画」と整

合した事業の具体化

ჄᢊƷ್ૺഩᢊ（Ҥͨ） ჄᢊƷ್ૺഩᢊ（҅ͨ）

ؘ跡ԗᡀƷࠊᢊƱᩓ௵

（５）－②『第２期整備実施計画書』で整理した課題のうち、現在まで残されている課題
・民有地に位置する東門跡、北辺外郭施設、西辺外郭施設などの整備に向けた公有地化の

推進と遺構確認調査
・未指定地となっている南門跡や南辺外郭施設東半、西門跡の一部において、未着手のま

まとなっている追加指定や公有地化の推進と史跡整備
・指定地内の市道は生活道路として利用されていることから、現状の利用を当面維持しつ

つも史跡の一体的な整備を図るため、金堂跡の位置にある市道を廃止し、その代替措置
の整備を検討

・継続的に実施してきた発掘調査成果の活用及び情報発信を目的とした、下野薬師寺歴史
館（平成 13 年度 (2001) 開館）の常設展示のリニューアル

　（５）策定した計画書のうち未実施の整備
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Ҥᧉ跡 Ҥᡀٳᣀ施ᚨிҞ

ᙱᧉ跡Ʊ指定עϋƷࠊᢊ 指定עϋƷࠊᢊ

下野薬師寺ഭ史Ʒٳᚇ 下野薬師寺ഭ史Ʒޒᅆ

　本計画１ページに示した下野薬師寺跡の整備のための（１）～（５）の課題のうち、主
に以下の項目の整備実施を目的として、第３期保存整備基本計画を策定する。
　（２）未整備地域に位置する金堂、講堂、東金堂、創建塔、東回廊の遺構表示
　（３）西側南西地区の第１期整備の補修（主に西回廊など）
　（４）解説板、下野薬師寺歴史館の常設展示の内容更新
　（５）指定地内を横断する市道の付け替え
　本計画では、『第２期保存管理計画書』で策定した方針等を踏まえた上で、下野薬師寺
跡の具体的な整備内容や手法等について提示し、今後の公開・活用のため、適切な維持管
理を図る。
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３．委員会の設置
（１）委員会の設置と委嘱
　本計画の策定にあたっては、まず、史跡下野薬師寺跡の保存整備のあり方について検討
するための「下野市史跡下野薬師寺跡保存整備委員会」を組織した。また、委員は下野市
教育委員会が委嘱した委員をもって構成するものとし、下野薬師寺跡の歴史や地域に造詣
や縁の深いことを要諦に選任を行った。

表１　下野市史跡下野薬師寺跡保存整備委員会・事務局名簿

（２）委員会の開催経過
　本計画の策定において、令和元年度 (2019)・令和２年度 (2020) に合計２回の委員会を
開催した。それぞれの委員会の主な議題は以下のとおりである。

■第１回委員会（令和２年 (2020) ３月 25 日）
　主な議題（１）下野薬師寺跡第３期保存整備基本計画について
　　　　　  （２）現地確認
　　　　　  （３）総括指導

■第２回委員会（新型コロナの影響で書面開催／令和３年 (2021) １月～２月に実施）
　主な議題（１）下野薬師寺跡第３期保存整備基本計画（案）について
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（設置）
第１条　下野市内の史跡及びその周辺（以下「史跡」という）の適切な保存及び整備並びに有効

な活用について審議するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４の規定
に基づき、下野市史跡保存整備委員会（以下「委員会」という）を設置する。

（名称）
第２条　委員会の名称は、次のとおりとする。
　（１）　下野市史跡下野薬師寺跡保存整備委員会
　（２）　下野市史跡国分寺跡保存整備委員会
　（３）　下野市史跡甲塚古墳保存整備委員会
　（４）　下野市史跡国分尼寺跡保存整備委員会
　　　　（平３０条例２２・一部改正）
（所掌事務）
第３条　委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を下野市教育委員会（以下「教育

委員会」という）に報告する。
　（１）　史跡の保存管理計画及び整備計画に関する事項
　（２）　史跡の活用方法に関する事項
　（３）　その他、史跡の保存及び整備並びに活用に関する事項
（組織）
第４条　委員会は、教育委員会が委嘱した委員をもって構成する。
（任期）
第５条　委員の任期は、４年とし、再任を妨げない。
（委員長）
第６条　委員会に委員長を置く。
　２　委員長は、委員の互選により定める。
　３　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
　４　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
（会議）
第７条　委員会の会議は、必要により委員長が招集する。
（秘密の保持）
第８条　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
（庶務）
第９条　委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理するものとする。
（委任）
第１０条　この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附　則
（施行期日）
　１　この条例は、平成２５年４月１日から施行する。
（経過措置）
　２　この条例の施行日の前日において従前の下野市史跡下野薬師寺跡保存整備委員会、下野市

史跡国分寺跡保存整備委員会及び下野市史跡甲塚古墳保存整備委員会の委員であった者につ
いては、残任期間までこの条例による委員とみなす。

附　則（平成３０年３月２３日条例第２２号）
（施行期日）
　１　この条例は、公布の日から施行する。
（下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
　２　下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年下野市

条例第４４号）の一部を次のように改正する。
　　　〔次のよう〕略

○下野市史跡保存整備委員会条例
平成 25 年３月 22 日

条例第 14 号
改正　平成 30 年３月 23 日条例第 22 号
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（３）これまでの経緯
　下野薬師寺跡に係る計画策定及び整備の経緯については、下表のとおりである。

表２　年次別経緯

下野市・下野⸆ᖌ寺のືࡁ

ṇ10ᖺ
（1921）

㸱᭶㸱᪥㸸国ྐ㊧にᣦᐃ
ᮾす⣙250㹫ࠊ南⣙350㹫の⣙74,000੍

57・
58ᖺᗘ

（➨㸯ᮇ）下野⸆ᖌ寺㊧ಖᏑ⟶⌮計画

60ᖺᗘ
（1985）

（➨㸯ᮇ）下野⸆ᖌ寺㊧ಖᏑᩚഛᇶᮏ計画

ᖹᡂ㸷ᖺ㸳᭶
（1997）

（➨㸯ᮇ）下野⸆ᖌ寺㊧ಖᏑᩚഛᇶᮏタ計

ᖹᡂ㸷ᖺᗘ
㹼12ᖺᗘ

➨㸯ᮇᩚഛᕤ（ࡉࡿࡩṔྐのᗈሙᴗ）
・ᅇᗯのᇶቭᘓ≀の୍㒊ඖྐࠊ㊧ᆅ内のᩚഛ下野⸆ᖌ寺Ṕྐ㤋のᘓタ

・下野⸆ᖌ寺Ṕྐ㤋ᘓタにక࠺ㄪᰝࢆᐇ

ᖹᡂ11ᖺ11᭶
（1999）

下野いにしえネットワークᩚഛᇶᮏ計画（栃木市ࠊ国分寺町ࠊ南河内町）

ᖹᡂ13ᖺᗘ
（2001）

Ṕྐのᗈሙࠖ౪⏝㛤ጞࡉࡿࡩࠕ
（ᱵのྐࡪࢁࡇ㊧ᗈሙࠊ下野⸆ᖌ寺Ṕྐ㤋）

ᖹᡂ18ᖺ㸯᭶
（2006）

下野市ㄌ⏕（南河内町・▼ᶫ町・国分寺町）

ᖹᡂ20ᖺ㸱᭶
（2008）

下野市⥲合計画

ᖹᡂ23ᖺ㸱᭶
（2011）

下野⸆ᖌ寺㊧➨㸰ᮇಖᏑ⟶⌮計画

ᖹᡂ23ᖺ㸱᭶
（2011）

㐨の㥐しࡅࡘࡶ㛤ᴗ

ᖹᡂ25ᖺ㸱᭶
（2013）

下野⸆ᖌ寺㊧➨㸰ᮇᩚഛᐇ計画

ᖹᡂ26ᖺᗘ
㹼30ᖺᗘ

➨㸰ᮇᩚഛᕤ
・ᘓሪ㊧のᇶቭ⾲♧ࠊᖮ➎ᨭᰕ㊧のඖࠊᗈሙᩚഛ࡞

ᖹᡂ28ᖺ㸱᭶
（2016）

➨ḟ下野市⥲合計画

ᖹᡂ28ᖺ11᭶
（2016）

下野市Ṕྐᩥᇶᮏᵓ

ᖹᡂ31ᖺ㸱᭶
（2019）

下野市Ṕྐⓗ㢼⮴⥔ᣢྥୖ計画

௧㸰ᖺ㸵᭶
（2020）

下野市ᩥ㈈ಖᏑά⏝ᆅᇦ計画

௧㸱ᖺ㸱᭶
（2021）

下野⸆ᖌ寺㊧➨㸱ᮇಖᏑᩚഛᇶᮏ計画
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図１　計画の位置づけ
（下野市　平成 23 年 (2011)『第２期保存管理計画書』p.4 を加筆修正）

第３期整備実施計画 等

第４期保存整備事業

次期総合計画 等

国指定史跡下野薬師寺跡 第２期保存管理計画書
（平成 22 年度）

国指定史跡下野薬師寺跡保存整備 第２期整備実施計画書
（平成 25 年度）

国指定史跡下野薬師寺跡 第３期保存整備基本計画書
（令和２年度）

史跡下野薬師寺跡 保存管理計画
               　    （昭和 58 年度）

史跡下野薬師寺跡 保存整備基本計画
                　   （昭和 60 年度）

史跡下野薬師寺跡 保存整備基本設計
          　          （平成９年度）

下野いにしえネットワーク

整備基本計画

（平成 11 年度）

・総合計画（平成 20 ～ 27 年度）

・第二次総合計画（平成 28 ～ 37 年度）

・都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ（平成 29 年改定）

・歴史文化基本構想（平成 28 年）

・歴史的風致維持向上計画（平成 31 年）

・文化財保存活用地域計画（令和２年）

・その他関連計画（観光・産業・環境等）

合併以前の計画（南河内町）合併以前の計画（南河内町）

下野いにしえネットワーク協議会
（栃木市・国分寺町・南河内町）
下野いにしえネットワーク協議会
（栃木市・国分寺町・南河内町）

合併以降の計画（下野市）合併以降の計画（下野市） 下野市下野市
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第２章　計画地の現状
１．自然的環境
（１）所在地
　下野薬師寺跡は栃木県の南部、下野市に所在する。下野市は平成 18 年 (2006) １月、河
内郡南河内町・下都賀郡石橋町・同郡国分寺町の３町が合併して誕生したが、下野薬師寺
跡はこのうち南河内町（大字薬師寺字寺山地内）に位置する。現在の住所表示は下野市薬
師寺である。

図２　史跡位置図

（２）地形・地質
　下野薬師寺跡は姿川と田川に挟まれた宝木台地上に位置する。宝木台地は、宇都宮市北
部から小山市・結城方面へと続く県南部で最も広い面積を占める台地で、旧南河内町付近
で西谷田用水が流れる浅い浸食谷によって西側の衹園原台地と東側の薬師寺台地の２列に
分岐する。下野薬師寺跡は薬師寺台地上に所在し、西側は西谷田用水による浅い浸食谷、
東側は田川低地に接している。下野薬師寺跡が位置する台地は砂礫層の上に堆積した関東
ローム層が分布し、東西の低地は砂礫層である。
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（３）気候

図３　小山・東京の月別降水量・日照時間・気温の平均値
（下野市　令和２年 (2020)『下野市文化財保存活用地域計画』p.20 より転載）
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（４）植生
　下野薬師寺跡付近については、下野市内の関東ローム層が堆積した台地上にはかつてカ
シ・シイ群落（いわゆる里山）が多く広がっていたが、現在は神社や寺院の境内にわずか
に残っている程度である。指定地周辺を東西に横断的にみてみると、水田雑草群落―畑雑
草群落―市街地―（スギ・ヒノキ・サワラ植林）―畑雑草群落―水田雑草群落となってお
り、指定地周辺の植生はそのほとんどが人為的な介入を受けていることがわかる。
　また、下野薬師寺跡の南東に位置する田中地区では、県内では絶滅したとされていたサ
クラソウ科の多年草「トウサワトラノオ」が群生していることが確認された。圃場整備工
事によって地下で休眠していた種子が発芽したと考えられており、保全を前提に、県と連

図４　宇都宮・東京の雷日数の平均値
（下野市　令和２年 (2020)『下野市文化財保存活用地域計画』p.20 より転載）
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携しながら具体的手法などを検討している。
　史跡指定地内のふるさと歴史の広場として整備公開されている地区は、約 100 本の紅梅
と白梅が植樹されている。また、現在の薬師寺境内地にはケヤキの大木やシラカシ等が点
在し、ふるさと歴史の広場と境内との境界付近は竹林となっている。その他、畑地にはゴ
ボウ、サトイモ、ネギ等が栽培されている。指定地内には、所々に藪化した雑木林が分布
しており、これはかつて薪炭材や農地の肥料となる落葉採取林として利用されていたもの
が、放置されて藪化したものと見られる。

２．歴史的環境
①創建期（７世紀末）
　下野薬師寺の創建については、『東大寺要録』（1106）をはじめとした９世紀から 14 世
紀の複数の文献に記録が残されている。創建年代は文献により異なるが、天智９年（670）
から大宝３年（703）の間と伝えられている。
　発掘調査では、最古の瓦として川原寺系の軒先瓦が出土しており、文様の特徴から川原
寺創建（670 年頃）よりやや遅れた頃の型式と推定され、７世紀末～８世紀初頭頃の創建
と考えられる。創建の理由については、大宝律令の選定など当時の中央政界で活躍した下
毛野朝臣古麻呂を筆頭とする下毛野一族の氏寺として建立されたとする説や、当初から官
寺として建立されたとする説がある。

②奈良時代
　創建時の性格については、氏寺とする説があるものの、『正倉院文書』の天平５年（733）
の「右京計帳」と天平 10 年（738）の「駿河国正税帳」には下野薬師寺造寺司の名が見え
る。このことから遅くとも天平年間までには下野薬師寺は官寺化されたと考えられる。天
平宝字５年（761）には、淳仁天皇の勅願により戒壇が設けられ、東海道足柄峠・東山道
碓氷峠以東の諸国は下野薬師寺を、西海道の諸国は筑紫観世音寺を戒壇とすることが定め
られた。これにより、東大寺、下野薬師寺、筑紫観世音寺が三戒壇として、僧侶になるた
めの戒律を伝授する儀式を行う場とされた。発掘調査の結果では、８世紀の前半に大規模
な造営促進と改修が行われ、伽藍が整えられたことが判明した。これらは、養老４年（720）
における蝦夷の大規模な反乱以後の律令政府による地方政策重視の一環と考えられる。

③平安時代
　平安時代に入ると、東国における天台宗の勢力が増大した。弘仁 13 年（822）に延暦寺
に戒壇が設置されたことから、延暦寺の受戒者が増加した。その反面、下野薬師寺の受戒
者が減少し、その必要性が徐々に失われていった。しかし、『続日本後紀』嘉祥元年（848）
11 月の条には、下野薬師寺は中央の七大寺（東大寺、大安寺、西大寺、薬師寺、興福寺、
法隆寺、元興寺）のごとく壮大な寺であり、資財も豊富であったことが記されており、９
世紀の中頃まで大きな勢力を保っていたことがうかがえる。発掘調査の結果では、この頃、
伽藍中枢部に存在した塔（創建）が焼失し、寺院地東側に再建されたことが確認されてい
る。
　寛治６年（1092）に下野薬師寺の僧慶順が東大寺に送った文書では、伽藍が倒壊し荒廃
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甚だしいことが記されており、９世紀には勢力を保っていた下野薬師寺も 10 世紀から 11
世紀にかけて次第に力を失い衰退していったことがうかがえる。

④鎌倉時代
　鎌倉に新生の武家政権を樹立した源頼朝は、鎌倉に鶴岡八幡宮をはじめとする寺社の建
立を行うとともに、廃絶した関東の諸寺院の再興を進めた。こうした情勢のなか、下野薬
師寺は幕府の庇護のもとに宗教活動が行われるようになった。また、平安時代後期以来、
衰退していた戒律の復興運動が起こり、諸所に設けられた戒場で受戒が行われ多くの律学
僧を輩出した。
　下野薬師寺では、慈猛上人により戒壇が再興され、廃絶していた戒法の復活が図られた。
再興した下野薬師寺戒壇では僧侶のみではなく、小山氏の支族薬師寺氏の当主をはじめと
する俗人への受戒も行われ、多くの僧俗が集まるところとなった。また、慈猛上人を通し
て関東の諸寺院と交流を持ち、独自のネットワークを構築するとともに武家社会の支援を
獲得していった。こうして、下野薬師寺は再び往時の隆盛を取り戻した。

⑤室町時代～戦国時代
　鎌倉幕府崩壊後の政権の京都移転と新生幕府の禅宗に対する重用は、戒律復興運動を機
に隆盛していた律学の衰退を招き、下野薬師寺戒壇も再びその意義を失っていった。一方
で室町幕府を開設した足利尊氏・直義は、夢窓疎石の勧めを受けて、国ごとに安国寺と利
生塔の設置を行うことを計画した。こうした動向の中で下野薬師寺も薬師寺の寺号を安国
寺と改め、幕府から寺領寄進を受けその経済的な保護のもとに寺内再建を進めたと考えら
れる。
　室町幕府の力が衰え戦国の時代になると下野薬師寺も戦乱に巻き込まれ、 元亀元年

（1570）後北条氏の下妻城攻撃の際、兵火により全焼したと伝えられている。

⑥江戸時代
　焼失後の下野薬師寺は、その由緒に連なる安国寺と龍興寺がそれぞれ独立して再建を進
めていった。古代以来の寺域内に境内を置く安国寺は、当初は結城氏の、その後は伊奈備
前守中治の庇護を受けた。江戸時代になって秋田佐竹領となってからは 10 石の寺領を受
けるとともに、佐竹家家臣の渋江内膳の奉加により戒壇と薬師堂が造営された。

⑦近代以降
　下野薬師寺跡は、大正 10 年 (1921) ３月３日に国の史跡に指定された。昭和 41 年（1966）
からは栃木県教育委員会による発掘調査が開始され、古代における寺院の状況が少しずつ
明らかになってきた。発掘調査はその後、南河内町、合併後の下野市に引き継がれ、平成
30 年度 (2018) まで第 41 次にわたって行われた。平成 30 年 (2018) までに伽藍地の一部で
ある西回廊と再建塔跡及び両地の周辺が整備され、「史跡下野薬師寺跡ふるさと歴史の広
場」として活用されている。
　また平成 30 年 (2018) ７月、「平成大修理」が完了した安国寺は、679 年ぶりに寺名を「薬
師寺」に変更し、下野薬師寺跡とともに広く市民等への周知を図っている。
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３．社会的環境
（１）人口
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図５　下野市の人口推移と将来推計値
（下野市　令和２年 (2020)『下野市人口ビジョン』p.2 より転載）

（２）産業

※注記：推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値。社人研 2010 は 2010 年国勢
調査を基準に、社人研 2015 は 2015 年国勢調査を基準に推計値を算出。

①農業

図６　農家数の推移
（下野市　令和２年 (2020)『下野市人口ビジョン』p.17 より転載）
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②工業

図７　事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移／製造品出荷額等構成比
（下野市　令和２年 (2020)『下野市人口ビジョン』p.18 より転載）

〇㐀ရฟⲴ㢠➼ᵓᡂẚ（ᖹᡂ��ᖺ������）
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③商業

図８　小売業商店数・従業員数・年間商品販売額の推移／商店数構成比
（下野市　令和２年 (2020)『下野市人口ビジョン』p.19 より転載）

ၟᗑᩘᵓᡂẚ（ᖹᡂ��ᖺ������）
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④観光

図９　下野市の月別観光入込客数（平成 26 年 (2014)・平成 29 年 (2017)）
（下野市　平成 31 年 (2019)『第二次下野市観光振興計画』p. ９より転載）

　平成 23 年（2011）に「道の駅しもつけ」が開業し、観光入込客数が平成 24 年（2012）
には 300 万人を超えるなど、下野市の観光資源の中心として観光入込客数を支えてきたが、
平成 29 年（2017）は道の駅しもつけのオープン以降最も少ない観光入込客数となっている。
　しかし、市内で開催されるイベントには、「天平の花まつり」「天平の芋煮会」「グリム
の森イルミネーション」などがあり、それぞれ来場者数は増加している状況にある。
　また、平成 30 年（2018）年４月には天平の丘公園内の民俗資料館「夜明け前」をリノベー
ションし、「古民家カフェ」としてリニューアルオープンしたことで、同公園の来場者が
増えている。
　今後も、従来の観光資源のブラッシュアップや観光資源のネットワーク化を図ることが
重要な戦略となる。

0

100,000

200,000

300,000

400,000
H29

H26
H29(2017)

H26(2014)

（３）交通
　最寄り駅は史跡の南西約２km に位置するＪＲ自治医大駅で、宇都宮駅まで約 15 分、上
野駅まで約１時間 20 分となっている。主要な道路は史跡指定地のほぼ中央を一般県道結
城石橋線（県道 146 号）が南北に通っており、史跡から約 500m 南には一般県道笹原二宮
線（県道 310 号）が、さらに南下して約 1.2km で小山下野線（県道 366 号）と交差している。
　関東圏から下野薬師寺跡までの主要なアクセス道路は、首都圏中央連絡自動車道（国道
468 号、通称：圏央道）、国道４号、新４号国道であり、約２時間の距離にある。宇都宮・
下野薬師寺跡間は、国道４号経由で約 40 分の位置にある。
　最寄り駅のＪＲ自治医大駅から史跡までは、車で約 10 分、自転車で約 15 分、徒歩で約
30 分の距離である。駐車場は、下野薬師寺歴史館に整備されている。また、市内ではデ
マンドバス「おでかけ号」が午前８時から午後５時まで運行し、月曜日から土曜日まで利
用できるほか、レンタサイクル貸出場が小金井駅、自治医大駅、石橋駅に設置されている。
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（４）地域資源

図 10　官衙・寺院等の遺跡分布図
（下野市　平成 23 年 (2011)『第２期保存管理計画書』p.20 を調整）
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図 11　関連文化財等の広域ネットワーク図
（下野市　平成 23 年 (2011)『第２期保存管理計画書』p.139 を加筆修正）
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第３章　史跡等の概要及び現状と課題
１．史跡等指定の状況
（１）史跡指定概要

✀ ู 第୍㢮 史跡 ṇ༑年୕᭶୕᪥ ෆົ┬࿌♧ ୕༑ඵྕ

ྡ ⛠ 下野薬師寺跡

ᡤ ᅾ 地 ᰣᮌ⦩Ἑෆ㒆༡ἙෆᮧᏐ薬師寺

ㄝ ᫂
ᘓࡣኳṊኳⓚの二年ࡶ文Ṋኳⓚᐆ୕年ࡶபࡿ⪷Ṋኳⓚኳ

平二༑୍年にࡣ᪤に存ࡏしࡇ᫂にし࡚ᡃᅜ୕ᡄቭの୍ࡾ࡞

ᣦ定の⏤
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（２）史跡指定地の地番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※旧字体はすべて現代文に直して記載

表３　指定地内の地番一覧（※平成 22 年は国土調査法に基づく地籍調査のもの）

1721 1647 1647 1740 1732 1729 6
1722 1648 1648 1744 イ 1733 1729 7
1723 1649 1 1649 1 1744 ϫ 1734 1729 8
1724 1 1649 2 1649 2 1744 ύ 1735 1729 A
1724 ϫ 1650 1650 1744 ω 1736 1 1730 A
1725 1651 1651 1744 ϙ 1736 2 1730 5
1726 1683 1683 1744 ϖ 1736 3 1730 6
1727 1684 1684 1745 1 1736 4 1731 1
1728 1685 1685 1745 2 1736 5 1731 2
1729 1686 1686 1745 ύ 1737 1 1732
1730 1687 1688 1746 1 1737 2 1733
1731 1688 1689 1746 ϫ 1738 1 1734 1
1732 1689 1721 1 1747 1 1738 2 1734 2
1733 1723 1 1722 1 1747 ϫ 1739 1 1735
1734 1724 1 1725 1 1747 3 1739 2 1736 1
1735 1724 2 1725 3 1748 1 1739 3 1736 2
1736 イ 1725 1 1726 3 1748 2 1740 1 1736 3
1736 ϫ 1726 1 1727 3 1749 1 1740 3 1737 1
1736 ύ 1727 1 1728 1 1749 2 1744 1 1739 1
1737 1728 1 1728 2 1750 1744 2 1739 2
1738 1728 2 1728 4 1751 1744 3 1739 3
1739 1731 1729 5 1752 1744 4 1739 4

平成22年ਜ਼15年 দ58年 平成22年 ਜ਼15年 দ58年
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表３　指定地内の地番一覧（続き）

1753 1744 5 1739 6 1764 1 1753 1
1754 1744 6 1739 8 1764 2 1754
1755 1744 7 1740 1 1765 1755 1
1756 1744 8 1744 1 1766 1 1756
1757 1745 1 1744 2 1766 2 1757 A
1758 1745 2 1744 3 1767 1 1757 1
1759 1745 3 1744 4 1767 2 1758 1
1760 1746 1 1744 5 1767 3 1759
1761 1746 2 1744 6 1767 4 1760 1
1762 1747 1 1744 7 1767 5 1761 1
1763 1 1747 2 1744 8 1767 6 1762 1
1763 2 1747 3 1744 10 1768 1763 1
1764 1 1748 1 1745 1 1769 1 1763 2
1764 2 1748 2 1745 2 1769 2 1763 3
1765 1749 1 1745 3 1769 3 1765
1766 1749 2 1745 6 1770 1766 1
1767 1 1750 1 1745 7 1771 1766 2
1767 2 1751 1 1745 8 1772 1 1767 1
1767 3 1752 1745 9 1772 2 1767 2
1767 4 1753 1 1745 10 1767 3
1768 1754 1745 11 1767 4
1769 1755 1 1745 12 1767 5
1769 1756 1746 1 1768
1770 1757 1 1747 1 1769 1
1771 1758 1 1747 2 1769 2
1772 1759 1747 3 1769 5

1760 1 1748 1 1770
1761 1 1748 2 1771 1
1762 1 1749 1 1772 1
1763 1 1749 2 1772 2
1763 2 1750 1 1772 5
1763 3 1752 1772 6

平成22年ਜ਼15年 দ58年 平成22年 ਜ਼15年 দ58年
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（３）史跡指定範囲

図 12　史跡指定範囲図

⸆ᖌ寺

ྐ㊧ᣦᐃ⠊ᅖ

0 50m

（下野市　平成 23 年 (2011)『第２期保存管理計画書』p.25 を調整）



22

（４）史跡を構成する諸要素の状況
　第２期保存管理計画書 p.115 では、史跡を構成する要素について以下のように整理して
いるが、現状においても内容に大きな変更はない。

①本質的価値を構成する要素
　史跡下野薬師寺跡を保存管理していく上で、必要不可欠な史跡の本質的な価値を構成す
る要素である。
　・下野薬師寺跡を構成する伽藍・周囲を画する塀・門・主要施設に付随する建物群等、

寺院施設に関する遺構
　・下野薬師寺の創建や運営に密接に関係した関連遺跡
　・中世以降の下野薬師寺跡の現存する遺構（土塁等）

②本質的価値と密接に関わる要素
　下野薬師寺に直接には関わらないが、下野薬師寺の歴史や周辺の歴史的環境の形成に密
接に関わる要素である。
　・推定東山道を含む下野薬師寺に関わる古代の交通路
　・御鷲山古墳等周辺の古墳及びその他の埋蔵文化財
　・薬師寺（第２期保存管理計画書においては安国寺。平成 30 年 (2018) に寺号を改めた）、

龍興寺、八幡宮など関連する寺社及び境内の文化財
　・三昧場、地蔵山などの伝承地
　・江戸時代以来の地割や道筋
　・巨木（指定の記念物）や下野薬師寺の景観的な価値の向上に資する植物

③その他の要素
　上記以外の住宅等建築物、道路、電柱等の工作物など、居住者の生活や生産活動に関係
する要素である。（※史跡指定地内において改変・改築・除去・移動等が行われる場合は、
現状変更の許可申請の対象となる要素）

（５）土地利用状況
　今回の整備区域に係る土地の現状と第３期保存整備後の土地利用形態は次のとおりであ
る。なお、整備対象区域については、市街化調整区域に該当する。

①史跡公園
（既整備区域及び未整備の薬師寺境内北側、p.24 の「図 13　土地利用状況」を参照）
・現状
　指定地南西の一角、約 10,000 ㎡を「下野薬師寺跡ふるさと歴史の広場」として平成 13
年度から公開している。西回廊跡の基壇と北西隅部の建物復元のほか、ウバメガシによる
南西部外郭施設の表示、大型屋外模型による屋外総合解説施設の整備等を行っており、指
定地南西隣接地にはガイダンス施設としての機能を併せ持つ下野薬師寺歴史館がある。公
園内には約 100 本の梅があり、下野市の梅の名所となっている。
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　指定地の中央付近、薬師寺境内の北側区域は公有地であり、第３期保存整備に向けて草
地管理となっている。現在は、東金堂跡の基壇範囲を盛土により暫定表示している。
・第３期保存整備後
　未整備区域にある金堂・講堂・東金堂・東回廊の復元整備と、第１期整備で復元したが
経年劣化が目立つ西回廊の再整備、及び金堂と回廊との取り付き部の整備を実施し、一体
的な史跡公園として公開予定である。また、第１期整備で植栽した梅が成長し、一部で過
密状態となっていることから、間引きなどの環境整備を行い、公園内の適切な維持管理を
継続する。

②医王山薬師寺境内
・現状
　「下野薬師寺跡ふるさと歴史の広場」の東側に隣接している。境内には山門と本堂の他、
江戸時代後期に建設された六角堂が存在する。六角堂の前面には歴代住職の墓地があり、
また、東側は檀家の墓地となっている。下野薬師寺の中門跡、創建塔跡、西金堂跡が境内
に存在することが発掘調査によって明らかになっており、創建塔跡は盛土して基壇範囲を
暫定表示している。また、歴史広場や東金堂跡との境界付近には中世の土塁跡も残存して
いる。
・第３期保存整備後
　創建塔跡から東金堂跡南の土塁までの一帯を、現在の医王山薬師寺の協力のもとに将来
的に公有化し、創建塔跡の基壇復元や植栽整備等を実施する計画である。

③道路

・現状
　指定地及び周囲の道路は、主に中央部を南北に通過する県道 146 号（結城石橋線）、県
道に交差する東西方向の市道 4093 号、指定地境界に沿った南北方向の市道 4070 号によ
り構成されている。県道 146 号（結城石橋線）は、下野市の幹線道路の一つであるが、近年、
東側に新４号国道（小山石橋バイパス）や西側に市道南２－３号が整備されたことにより、
以前に比べ交通量は減少気味である。
　その他、指定地内や周囲の道路は、いずれも周辺居住者等の生活道路や農作業用の道路
として利用されている。金堂、講堂、門、外郭施設などの遺構と重複する部分の道路に関
しては、将来的な付け替えなどが課題となる。
・第３期保存整備後
　指定地内の市道は、整備の進展に伴い地域住民への丁寧な説明と理解を得ながら、一部
を史跡の管理用道路として転用する。主要伽藍を東西に走る市道 4093 号については、金
堂跡等の史跡整備に伴い遺構に影響がない位置（北側）へ移す予定である。また、史跡を
南北に走る県道 146 号（結城石橋線）は、来訪者が主要伽藍エリアと再建塔跡エリアを行
き来する際に横断歩道を渡る必要があることから、横断歩道前後区間の交通安全対策に取
り組む。

（p.25 の「図 14　史跡周辺の市道路線番号」を参照）
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図 13　土地利用状況
（下野市　平成 23 年 (2011)『第２期保存管理計画書』p.82 を調整）
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図 14　史跡周辺の市道路線番号
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（下野市　令和３年 (2021) 作成）
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（６）公有化状況
　国庫補助を受けながら、史跡指定地内の主要遺構が確認された範囲を対象に公有地化事
業を推進している。公有地においては順次史跡整備を行い、史跡の公開活用を図っている。

図 15　土地所有状況
（下野市　平成 23 年 (2011)『第２期保存管理計画書』p.84 を調整）
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２．史跡等の概要
（１）発掘調査の成果

表４　下野薬師寺跡の発掘調査成果

　第２期保存管理計画書に記載された内容をもとに、発掘調査成果を以下のように整理す
る。本項では、第 15 次以前の発掘調査成果は割愛するが、第１～ 15 次調査の概略につい
ては第２期保存管理計画書 p.31 の表に記載のとおりである。

16次調査
（平成４年ౕ）

・

・

寺院地ೈ西地区の寺院地区画ࢬઅから西回廊ೈ西۳にࢺΖ༁
12,000ᶹにͯ͏ͱ調査をࣰࢬɽ
回廊にͯ͏ͱɼܽߨ・ྌߨとも4.2m（14ऊ）の間をもͯע෬
ୱ廊の回廊Ͳ͍Ζ͞とを確認ͪ͢ɽ

17次調査
（平成５年ౕ）

・

・

・

西回廊の規ໝ・構造・造Ө時غなʹをらかにͤΖ͞とをద
と͢金堂との取付き部をɼΆ·સ面にΚͪΖ調査をࣰࢬɽ
西回廊のԟ部西ଈͲීע遺構͗確認さΗͪͪΌɼ回廊ԟ部
に͗存ͪ͢ࡑՆ͍͗Ζɽ
西回廊の西ଈͲはɼೈ北の一ຌฏを検出ͪ͢ɽ

18次調査
（平成６年ౕ）

・

・

・

西回廊の下層ɼ寺院地西辺地区の利用形ସɼ寺院地の西・北・
東辺を区画ͤΖࢬִઅなʹをらかにͤΖ͞とをదと͢ͱ
調査をࣰࢬɽ
西回廊の下層Ͳはɼע෬回廊にͤߨΖՀઅద֪のࢬ͏کઅ
と定さΗΖ一ຌฏの掘๏を検出ͪ͢ɽ
調査にΓりɼ寺院地西辺地区には建なʹの構は存͢ࡑな
かͮͪՆ͗高͏ɽ

19次調査
（平成７年ౕ）

・

・

東塔の調査にͯ͏ͱはɼদ42年ౕの３次調査ͲΆ·સ面に
ΚͪΖ調査͗ߨΚΗɼ基壇辺ௗ12.12mとɼ辺ௗ15.75mの時غの
ҡなΖ下２ͯの基壇からなΖと推定さΗͱ͏ͪɽ
19次調査の݃果からɼ͏ݻ塔基壇は存͢ࡑな͏͞と͗らか
となͮͪɽΉͪɼ16次調査Ͳ確認ͪ͢ཹעりのಝ等からɼ創
建غの塔は回廊内に͍りɼՒࡄͲরࣨͪ͢͞とから寺院地の東
に位置を変͓ͱ࠸建ͪ͢と定さΗΖɽ

20次調査
（平成７年ౕ）

・͞ΗΉͲ講堂と͓ߡらΗͱきͪ建は金堂Ͳ͍りɼ20次調査
Ͳ新ͪに検出ͪ͢遺構͗講堂Ͳ͍Ζとの定に౺Ζɽ

下 野 薬 師 寺 跡（史跡指定地）
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22次調査
（平成11年ౕ）

・
・

・

・

回廊に取付く金堂跡と寺院地のೈ西地区の調査をࣰࢬɽ
20次調査に͕͏ͱɼ北の建を講堂跡ɼೈの建を金堂跡と
ɽͪͮࢺΖに͓ߡ
確認さΗͪ金堂の基壇規ໝは東西༁38mɼೈ北༁20mͲ͍Ζɽ
基壇北東部ͲきくഃշさΗͱ͏ͪ͗ɼڿօآの੶を࢘用͢
ͪ階段を検出ͪ͢ɽࣘ੶の基部の存から階段のԥを3.9mと
推定ͪ͢ɽ基壇の部͗ͮͱ͏な͏ͪΌɼ段数はͲ͍
Ζɽ
復元ͲきΖ建規ໝはɼܽߨ૱ௗ33.9mͲྈ間の間法͗
3.3mɼԟの７間֦͗3.9mの等間のܽ９ߨ間ɼྌ４ߨ間Ͳ͍
Ζɽྌߨ૱ௗは14mͲɼྈ間の間法͗3.3mɼԟの２間
͗3.9mͲ͍Ζɽ

23次調査
（平成12年ౕ）

・

・

ೈ面西回廊のೈ西部Ͳ確認面140ᶹの広͗りをもͯཹעΉりを
確認ͪ͢ɽ
出土עのಝからɼরࣨͪ͢建͗౫Ώ降౫をもͯ࢝面൵建
Ͳ͍Ζ͞と͗定さΗΖɽ

26次調査
（平成13年ౕ）

・
・
ೈ跡とͨの周辺部にͯ͏ͱの調査をࣰࢬɽ
調査݃果からɼೈの基壇規ໝは東西༁15mɼೈ北༁10mͲ͍
Ζɽ基壇周辺にはর土等を層͗存ͪ͢͞ࡑとからɼೈ
はՒࡄをणけͪՆ͍͗Ζɽ

28次調査
（平成14・15年ౕ）

・

・
・

দ41年ౕの２次調査Ͳɼվ壇院跡とఽটさΗͱきͪ҈国寺
ֱ堂の下層Ͳɼ基壇建͗確認さΗͱ͏ͪɽΉͪɼ伽藍
線をはさΞͫ東ଈ対照位置Ͳಋ規ໝの建の存͗ࡑ推定さΗͱ
͏ͪɽ͞の建とɼྣંͤΖ東回廊の確認をదと͢ͱ調査を
ɽͪ͢ࢬࣰ
建の基壇規ໝは東西༁21mɼೈ北༁17mͲ͍Ζɽ
東回廊にͯ͏ͱはɼೈ北༁54mにΚͪΖ基壇と༁70cmのೈ北
にૺΖߖを確認ͪ͢ɽ

31次調査
（平成16年ౕ）

・

・

・

西のֱ堂下層Ͳ確認ͪ͢基壇建の規ໝの࠸確認ɼ͕Γ;
ॵ回廊内に定さΗͪ金堂跡の基壇規ໝを確認ͤΖͪΌに調査
をࣰࢬɽ
ֱ堂下層Ͳ確認さΗͪ基壇建はɼ創建غに建ཱིさΗͪ͞と
͗らかになりɼঙなくともॵからվ壇と͢ͱ建ཱིさΗͪ建
Ͳはな͏͞と͗ͪ͢ɽ
գڊの調査Ͳ金堂と推定ͪ͢建はɼ創建時の金堂跡Ͳはなく
創建の塔と͓ߡΖにͪͮࢺɽ基壇規ໝは１辺12mఖౕのਜ਼๏形
の基壇ͫͮͪと͓ߡらΗΖɽ

下 野 薬 師 寺 跡（史跡指定地）
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33次調査
（平成17年ౕ）

・

・

ৌ࿘・経跡の位置確認をదと͢ͱາ調査箇所の回廊内部の
ೈ西۳部を調査ͪ͢ɽ
基壇建なʹの寺院にͤΖ建は確認Ͳきなかͮͪɽ

37次調査
（平成18年ౕ）

・
・

・

回廊北ଈの２か所ͲɼΚͦͱ༁700ᶹの調査をࣰࢬɽ
基壇建は確認Ͳきなかͮͪ͗ɼܚ༁14mの土取݂を確認͢
ͪɽ͞の土には創建غのͮࠠ͗͡עͱ͕りɼ薬師寺のրरغ
に掘らΗͪ土と͓ߡらΗΖɽ
付ۛの別の土からはɼଡ数のעഃฤΏ土͗ྪح出土͢ɼಖ地
金の板状の遺も出土ͪ͢ɽ͞Ηらは金堂内部۫ݭΏਤ
壇周辺の২り金۫のՆ͓͗ߡらΗΖɽ

38次調査
（平成22年ౕ）

・
・
ɽࢬ建塔のೈ西Ͳ450ᶹの調査をࣰ࠸建塔地区の整備のͪΌɼ࠸
調査の݃果ɼ調査区内Ͳは下野薬師寺創建Ґの建ΏҐ
降の遺構のΊ͗確認さΗͪɽ࠸建塔地区にはྒྷ・平҈時େの
遺構͗存͢ࡑな͏͞と͗らかになͮͪɽ

39次調査
（平成23年ౕ）

・
・
ɽࢬ建塔のೈ東部750ᶹの調査をࣰ࠸建塔地区の整備のͪΌɼ࠸
調査の݃果ɼ調査区内Ͳは下野薬師寺創建Ґの建ΏҐ
降の遺構のΊ͗確認さΗͪɽ࠸建塔地区にはྒྷ・平҈時େの
遺構͗存͢ࡑな͏͞と͗らかになͮͪɽ

40次調査
（平成29年ౕ）

・

・

ɽࢬઅ東辺を確認ͤΖͪΌɼ推定東地区の調査をࣰࢬִ
40次調査Ͳは指定地東ଈをॐ断ͤΖ市道に面ͤΖ200ᶹを対象と
ͪ͢ɽ
調査の݃果ɼࢬִઅに関ͤܐΖ遺構を確認ͤΖ͞とはͲきな
かͮͪɽ

41次調査
（平成30年ౕ）

・

・

ɽࢬઅ東辺を確認ͤΖͪΌɼ推定東地区の調査をࣰࢬִ
41次調査Ͳは40次調査の西ଈ600ᶹを対象とͪ͢ɽ
調査の݃果ɼ東西18̾・ೈ北30̾の基壇建ɼ東西8̾Ґ・ೈ
北4̾Ґの基壇建を確認ͪ͢ɽ͞Ηらの建にͯ͏ͱはɼ
અͲ͍Ζ掘ཱིฏ͗付͢な͏͞とからɼ東Ͳ͍ΖՆࢬִ
はఁ͏と͓ߡらΗΖɽ

下 野 薬 師 寺 跡（史跡指定地）



30

図 16　伽藍の変遷図
（下野市　平成 23 年 (2011)『第２期保存管理計画書』p.51 より転載）

（２）周辺遺跡の発掘調査
表５　落内遺跡の発掘調査成果（遺跡位置は p.16 の図 10 を参照）

※第２次調査は薬師寺幼稚園増築に伴って平成 19 年に実施したが、寺院の隣接地ではな
いため、上記の表には記載していない。

1次調査
（平成9年ౕ）

・
・
下野薬師寺歴史館建અにཱིͮͱ3,500Ὑの発掘調査をࣰࢬɽ
調査の݃果ɼ掘ཱི建4౫ɼ୨݂建100ݤを確認ͪ͢ɽ新ད
なʹの出土遺から寺「寺」حɼॽ土ح土師ܧ内قΏح土ܧ
院の造ӨΏӣӨに関ܐの͏ॄ落Ͳ͍ͮͪ͞と͗らかになͮ
ͱ͏Ζɽ

3次調査
（平成26・27年ౕ）

・

・

・

下野薬師寺跡6次調査のࡏに確認さΗͪ基壇建の確認をద
と͢ͱ2,500Ὑの調査をࣰࢬɽ
調査の݃果ɼ2౫のௗࣹ建に付ͤΖೈ北ௗ66̾Ґの掘ཱི
ฏを確認ͪ͢ɽΉͪɼௗࣹ建に͢ߨͱ建ೈൔ部に൵状の
を有ͤΖ掘ཱི建を確認͢ͱ͏Ζɽ
͞Ηらの建の֪にͯ͏ͱはɼݻେՑ内܌をຌؑとͤΖ下
野ࢱのڋΏॵغ官衙Ͳ͍ͮͪ͞と͗定さΗΖɽ

落 内 遺 跡
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図 17　主な検出遺構と調査位置図
（下野市　平成 23 年 (2011)『第２期保存管理計画書』p.30 より転載）
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ᙱׅͨࡔ跡（ɟᢿࣄΨ） Ҥᧉ跡（ౡఎᘙᅆ）

ϐذ跡עғ ϐذ跡（基ّᘙᅆȷᛟଢெ）

３．史跡等の公開活用のための諸条件の把握
（１）公開活用状況
　第１期整備では、西側回廊跡を中心とした史跡指定地内の整備と下野薬師寺歴史館の整
備等によって、現地での遺構展示やガイダンス機能を充実させた。下野薬師寺歴史館の直
近５年間の入館者数の推移を見ると、平成 30 年度 (2018) が最も多くなっている。月別入
館者数は、「史跡まつり」が開催される３月が突出して多い（令和２年 (2020) ３月の入館
者数が少ないのは、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で臨時休館したためである）。
　第２期整備では、再建塔跡の整備と栽培園の整備、横断歩道（一般県道結城石橋線）の
増設等を行い、史跡指定地内での回遊性の向上や体験学習の促進を図っている。
　下野薬師寺歴史館では、「下野薬師寺ボランティアの会」が見学対応に当たっている。
また、歴史館が主催するイベント等に対して協力を行っているほか、自治医大学園祭など
外部のイベントでも積極的に史跡のＰＲを行っており、10 年以上の活動実績を有するが、
ボランティアの世代交代が課題となっている。これを受け、新規ボランティア養成講座を
開講し、ボランティア数の増加と解説内容の充実を図っている。
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図 18　下野薬師寺歴史館の入館者数

図 19　下野薬師寺ボランティアの会の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １̎月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

平成２７年ౕ 364 686 730 543 412 701 469 579 443 433 542 2,065

平成２８年ౕ 642 549 1,085 481 515 607 369 518 238 376 310 2,501

平成２９年ౕ 557 707 1,236 542 782 812 469 339 354 449 326 2,079

平成３̎年ౕ 575 771 1,049 383 577 718 547 365 330 335 369 2,639

平成３１年ౕ
(ྫ元年ౕ)

638 735 955 722 581 752 472 639 271 351 364 93

0
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（下野市　令和２年 (2020) 作成）

（下野市　令和２年 (2020) 作成）
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図 20　新規ガイド養成講座（2019）のチラシ
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史跡ǇƭǓ（ǋƷƮƘǓȯȸǯǷȧȃȗ） 史跡ǇƭǓ（ࡻჵ˳᬴）

史跡ǇƭǓ（ኡᑮއ） 史跡ǇƭǓ（ႆᛦ௹ྵעᛟଢ˟）

　史跡活用の一環として史跡指定地内の栽培園や休耕地等を活用し、下野市独自の取り組
みである「ふるさと学習」において、下野薬師寺跡に近接する小学校と連携してエゴマな
どの歴史的植物の栽培や史跡の清掃活動などを実施している。また毎年９月頃には、かつ
て下野薬師寺で行われていた万灯会をイメージした「下野薬師寺跡エゴマ灯明の会」、毎
年３月頃の梅の開花に合わせて開催する「下野薬師寺跡史跡まつり」など、地域に密着し
た事業を展開している。

ǨǴȞǓ˳᬴ ǨǴȞᒁᆆౡ



36

第４章　基本方針　
１．基本方針
　本計画において検討する整備活用の基本方針を以下のように定める。

①保存に係る基本方針
「遺構を適切に保存する。」
　・史跡としての学術的価値を損なうことのないよう、遺構の保存を第一義とする。
　・盛土による保護層を設けて遺構を保護する。
　・指定地内に埋蔵されている遺構のより確実な保護・保存と、環境保全のために、今

後も公有地化を推進していく。

④維持管理に係る基本方針
「史跡の維持管理にかかる経費等の負担軽減を図る。」
　・耐用年数の長い材料等を選択し、維持管理費用を抑える（保守作業の回数を減らす

メンテナンスフリーを目指す）。

②遺構復元に係る基本方針
「地下にある遺構を地上へ考証復元する。」
　・地下の遺構を直接見ることができない来訪者へ下野薬師寺跡の価値を伝えるため、

発掘調査成果に基づいた考証を踏まえて遺構を復元する。

③回廊修復に係る基本方針
「第１期整備の回廊を修復する。」
　・第１期の整備で復元した西側回廊が自然条件により経年劣化してきているので、来

訪者へ正確な情報を伝えるために再整備する。

⑤道路に係る基本方針
「史跡の活用と公益性とを両立させる。」
　・史跡の保存・整備・活用と周辺住民の利便性確保のため、史跡指定地内の道路を適

切に管理する。
　・下野薬師寺跡の活用のため、史跡指定地内を通る市道の一部を管理用道路に転用す

る。
　・県道を挟んで東西に分かれる史跡指定地の横断の安全を確保する。
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⑥活用に係る基本方針
「下野薬師寺の歴史文化的な価値を明らかにし、その調査・研究成果を多用な媒体を通

して、広く発信する。」
　・解説板の内容を更新し、来訪者に最新の調査結果を伝える環境を整える。
　・下野薬師寺歴史館の展示内容を改修する。
　・建物基壇や礎石の位置などを地上に表示して、来訪者が下野薬師寺の理解を深める

ことができる整備を図る。

「地域住民と協働して史跡の活用に取り組む。」
　・下野薬師寺ボランティアの会などの地域団体や地域住民に史跡への関心を持ち続け

てもらうため、行政との協働の機会を設ける。
　・新しい世代にも史跡への理解を深めてもらい、史跡関連事業への参画を促すため、

新規のボランティアを募集・養成する。

「教育の場となるような施策を展開する。」
　・学校教育や生涯学習の場となるような整備活用を図る。
　・学校教育と連携した取り組みとして、小学校の総合学習や郷土学習（ふるさと学習）

などの場として活用する。

「下野薬師寺周辺の歴史資源を有機的に結び、文化財の広域ネットワークを構築する。」
　・下野薬師寺跡を広域的に活用していくため、史跡周辺にある関連文化財や伝承地と

連動した活用、特に、下野国分寺跡や下野国分尼寺跡に加え、結城廃寺跡等の栃木
県外の寺院遺跡も含めたネットワークを構築していく。

　・関連文化財等を来訪者が効率的に巡れるように、周遊ルートの設定や移動手段等の
環境整備を図る。



38

第５章　整備基本計画　
１．全体計画及び地区区分計画

　第２期保存管理計画書では、史跡の適切な保存管理を行っていくために、地区の特性に
合わせて地区区分を以下のとおり設定している。本計画においても基本的にこの地区設定
を踏襲することとし、整備対象となる範囲は次ページの図 21 で示すように、Ａ－１地区
とＡ－２地区にかかる部分となる。

（１）第３期保存整備基本計画の地区区分

表６　地区区分

・遺構保護のための盛土整備と史跡整備地の造成、及び市道 4093 号の付け替え
・金堂基壇の復元整備
・講堂基壇の平面表示
・東金堂基壇の復元整備
・東回廊の復元整備
・西回廊の再整備

①Ａ－１地区
（２）第３期保存整備基本計画で策定する整備対象地と整備の基本的方針

地区 範囲概ྲྀと保存用のඬ

Aー1地区

下野薬師寺の主གྷ伽藍͗存͢ࡑɼ史跡のຌ࣯దՃ値を構成ͤΖགྷો͗࠹もື
に分布ͤΖ地区Ͳ͍Ζɽعにޮ有地化͗྅͢ͱ͕りɼ「下野薬師寺跡Ζさと
歴史の広」と͢ͱ整備ޮさΗͱ͏Ζ部分をɽ史跡の保存整備を推͢ɼ
史跡Ճ値のと用をଇͤΖɽ

Aー2地区
（薬師寺ڧ内）

Aー1地区とಋͣく下野薬師寺の主གྷ伽藍͗存ͤࡑΖ͗ɼ薬師寺のڧ内となͮͱ
͏Ζ地区Ͳ͍Ζɽ薬師寺のभگ動との調整を図りな͗らɼ史跡の保存を͑ߨɽ

Bー1地区
下野薬師寺の堂宇Ώ主གྷࢬઅに付ͤΖ建܊等͗広く分布͢ͱ͏Ζ͞と͗予

さΗΖ地区Ͳ͍Ζɽͨࡑݳのଡくは有地Ͳ͍りɼ地Ώ農地͗分布͢ͱ͏Ζ
ͪΌɼ計画దな発掘調査ٶ;ޮ有地化のଇを図ͮͱ͏くɽ

Bー2地区
（道ݟ）

道下には下野薬師寺の伽藍等の遺構ݟ線に૮ͤΖ地区Ͳ͍Ζɽڰ道݃੶ݟ
͗存ͤࡑΖ͞と͗予さΗΖ͗ɼ利用ළౕの高͏ਫ਼道路Ͳ͍ΖͪΌɼ面は遺
構保存との調整を図りな͗らɼݳ況の利用をܩ続ͤΖɽ将来దにড়݇͗整ͮͪ
には周辺の道路整備状況をרҌ͢な͗らɼ市道の移؇にけͪ٠ڢを͑ߨɽ

・創建塔基壇の復元整備
②Ａ－２地区
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図 21　地区区分図・整備対象範囲図
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図 22　整備箇所予定図
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２．動線計画
・ 主要伽藍地区と再建塔跡地区が一体となった動線を想定するが、基本的には史跡全域に

ついて立入りが可能な自由動線とする。
・薬師寺の境内地の一部を公有化し、創建塔と東金堂を行き来できるようにする。
・ 史跡指定地は、県道を挟んで東西に分かれる。金堂などの復元整備後は、県道を横断し

ての見学が増加するため、２か所の横断歩道の周辺をカラー舗装するなどして車の運転
者に注意を促し、見学者の安全を確保するように努める（当該箇所の具体的な交通安全
対策については、県道から市道への移管後に再検討する）。

ហᒧᑥኒǫȩȸᑄᘺ（එ؉） ᰾םᑥኒǫȩȸᑄᘺ（ᅦʟ؉）

図 23　下野薬師寺歴史館からの動線計画図
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３．地形造成に関する計画

　整備工事による遺構面損傷を防ぐため、遺構上部に保護盛土層を設け、その上に遺構を
表示する。
・保護盛土層は原則として遺構面（基壇検出面）から 30cm 程度とする。
・第３期保存整備の対象範囲は、県道や市道と接していることから、史跡整備地との間に

高低差が生じる箇所がある。緩やかな勾配で現況道路に擦り付けることが難しい箇所は、
境界縁石や擁壁等により段差を解消する。

・県道と接する東回廊の遺構表示では、基壇復元により道路の見通しが悪くなるおそれが
ある。県道の標高と遺構面の標高及び遺構保護層の厚さ、基壇復元の高さを総合的に勘
案する必要がある。

・市道 4093 号の付け替えにあたり、金堂跡の上部を通る現況市道については舗装を除去し、
必要に応じて土壌改良を実施したうえで遺構保護層を設ける。

・付け替え予定の市道には、史跡への給水に使用している水道管が埋設されているため、
整備対象地内の適所へ移設する必要がある。

・金堂跡の周辺に残置されているごみ等を除去し、必要に応じて表土の土壌改良を実施し
たうえで遺構保護層を設ける。

①盛土整備

　主要伽藍を東西に走る市道 4093 号は、史跡内の遺構に影響がない部分（北側）へ迂回
させるとともに、史跡の管理用道路に転用する。管理用道路は、周辺の道路との違いを明
確にするためカラー舗装とし、県道や市道 4070 号との擦り付けに注意する。
　講堂跡の西辺上部を通る市道 4087 号については、現時点で移設等が困難なことから、
現況の利用を維持する。そのため講堂跡の遺構表示においては、遺構の整備高に合わせ、
市道 4087 号を嵩上げする必要がある。嵩上げの数値に関しては、講堂基壇確認面（標高
61.300m）と遺構保護層、遺構表示面の厚さを考慮すると、0.5m 程度の嵩上げと推定され
るが、詳細については基本設計時に実施する現況測量の成果をもとに決定する。

②市道

図 24　遺構保護層の概念図
（下野市　平成 25 年 (2013)『第２期整備実施計画書』p.22 より転載）
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　基本的に敷地内浸透排水とする。
　今回の史跡整備地は、公有化して草地として暫定整備した後、現況測量調査を実施し
ていないため、正確な標高値は不明であるが、北側は標高が約 61.0m、南側は標高が約
60.5m であり、南に向かって傾斜している。また、東金堂跡と薬師寺境内の境界には土塁
があることから、大雨が降ると水がせき止められ、排水機能不全を起こす可能性がある。
よって、地盤整備においては排水勾配や盛土材料に留意する。

③排水計画

図 25　地形造成範囲図
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４．遺構の表現に関する計画
　本計画では、①金堂、②講堂、③東金堂、④創建塔、⑤東回廊の整備、及び⑥西回廊の
再整備・修復について検討する。各遺構の確認面と整備面については、p.46 掲載の表７
のとおりである。

・ 金堂基壇の確認面は 61.400m であり、0.3m ほど削平されていると想定し、基壇推定高
は 61.700m である。既に整備されている西回廊では、基壇確認面 61.000m に対し、基壇
整備面を 61.860m に設定していることから、整合性を図るため、整備後の金堂の標高値
が 62.560m となるように復元する（図 27 参照）。

・基壇の平面規模は、東西約 38m、南北約 18.7m とする。
・ 第１期整備の西回廊と一体感を出すため、礎石位置を表示する。礎石は、基壇上面が削

平されていたため発掘調査で検出することができなかったが、確認できた５か所の礎石
の据付け痕をもとに礎石位置を復元し配置する。素材は凝灰岩等とする。

・ 基壇化粧は凝灰岩切石積みで復元するか、地覆石と階段のみの復元とし、基壇北東部で
確認した階段の耳石の残存部および踏石の位置・規模（幅 3.9m）をもとにして、南北に
階段を設ける。基壇上面については土系舗装か芝張による整備とする。

・回廊と金堂の取り付き部は階段を復元する。

①金堂

図 26　金堂の平面図

ؘ跡（ҤɥᆰƔǒ） ᙱׅࡔƱؘƷӕǓ˄Ɩᢿ（ҤƔǒ）
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図 29　基壇復元の比較検討
（下野市　平成 25 年 (2013)『第２期整備実施計画書』p.15 を一部修正）

図 27　金堂跡と回廊金堂取り付き部の断面図

図 28　金堂跡の階段平面図（北東部） ӕǓ˄ƖᢿƷ整備̊（ᐻᅦ寺）ࡔׅ
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表７　遺構の確認面の高さと整備面の高さの比較検討

・建物構造や平面規模が金堂とほぼ同じであることから、遺構の表現に関しては金堂に準
ずることとする。ただし、講堂基壇の西側を通る市道は現時点では付け替え等が困難で
あるため、今回の整備では市道との高低差が生じない平面表示にて暫定整備し、将来的
に市道の移設が可能となった際に基壇復元も含め再整備を検討する。

　（※現況市道の標高値が約 61.5m であり、講堂基壇確認面 61.300m から算出した整備高
62.160m で基壇復元をすると、市道との差が約 0.7m となり、擦り付けが難しいため）

・基壇の平面規模は、東西約 38m、南北約 18.7m とし、土系舗装にて平面表示する。
・礎石の据付け痕をもとに礎石位置を平面表示する（基壇とは異なる色の土系舗装）。
・土系舗装は、霜等の凍結に弱い製品も多いことから、寒冷地に適したものを使用する。
・講堂基壇の西側を通る市道に関しては、基壇の範囲が分かるように一部をカラー舗装す

る。カラー舗装の実施にあたっては、史跡全体の道路に対するカラー計画を作成する必
要があるため、市の関係各課と協議を進める。

②講堂

図 30　講堂の平面図
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図 31　講堂跡の断面図

・発掘調査の結果、基壇上面は削平されており、礎石位置を確認することはできなかった。
・基壇化粧については、当初は木装基壇であったが、後に凝灰岩切石積みに改装されたこ

とが判明しているが、ここでは金堂・講堂と合わせ、凝灰岩切石積みで復元する。
・基壇北辺の一部に地覆石（幅約 80cm、奥行約 40cm、厚さ約 20cm）が残存しているこ

とが明らかになった。
・基壇高については、建物周囲の整地面から 40cm 程度しか残存していないため、西金堂

を参考として高さ１m 程度とする。基壇の平面規模は、東西約 21m、南北約 17m とする。
・基壇化粧は凝灰岩切石積みを復元するか、地覆石と階段のみの復元とする。ただし、階

段については発掘調査で確認できていないことから、地覆石のみの整備となる可能性が
ある。基壇上面については土系舗装か芝張
による整備とする。

・発掘調査では、基壇上面が削平されており
礎石は確認されていないことから、礎石の
表示は行わない。

・基 壇 南 東 で 幢 竿 支 柱 が 確 認 さ れ た こ と か
ら、復元を検討する。

③東金堂
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図 32　東金堂・東回廊の平面図

図 33　東金堂の断面図
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　西金堂は、市指定文化財六角堂の下層に存在する。第 31 次の発掘調査によって、基壇
上面が若干の削平を受けているものの、建物周囲の整地面から約 80cm の基壇高が残存す
ることが明らかになっている。また、原位置を留めていないものの、基壇の周囲から地
覆石 ( 縦約 50cm、 横約 45cm、 厚さ約 20cm) と羽目石 ( 縦約 80cm、 横約 60cm、 厚さ約
20cm) が出土しており、これらから基壇高の推定が可能である。
　葛石は出土していないが地覆石や羽目石と同等の厚みと想定すれば、基壇と礎石の高
さは葛石 20cm ＋羽目石 80cm ＋地覆石 20cm の高さとなり、 地覆石を整地面から 10 ～
20cm 程度掘り下げて据えたことを考慮すると、基壇高は整地面から１ｍ程度と想定する
ことができる。

〈参考〉西金堂の基壇高

ᙱؘƷᛦ௹（҅ᙱƔǒ）

図 34　西金堂の平面図

62.100 62.100

ᇶቭ

ᆅそ▼タ⨨㠃61.000

ᆅそ▼�ཌ20cm)

⩚┠▼�㧗80cm)

ⴱ▼�ཌ��FP�

ⴱ▼ୖ㠃������

ᇶቭ☜ㄆ㠃61.900

ⴠ下⎰

0 1m

図 35　西金堂基壇の復元図
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・創建塔については、発掘調査によって９世紀頃に焼失し、その際に基壇が解体されてい
ることが明らかになっている。往時の基壇高が明らかでないことから、西金堂を参考と
して基壇高を１m 程度に復元する。基壇の平面規模は、約 12m 四方とする。

・現薬師寺の建物に近いことから史跡指定地内の排水を妨げないようにするため、基壇上
面は浸透力があり、かつ、西回廊同様、冬季の耐久性を考慮した施工（凍上抑制層の確保）
とし、使用する素材も西回廊と同質もしくは耐久性の高い舗装材を用いて整備する。

・基壇化粧は凝灰岩切石積みを復元するか、地覆石と階段のみの復元とする。ただし発掘
調査段階では、階段や地覆石が確認されていないことから、基壇のみの整備となる可能
性がある。基壇上面については土系舗装か芝張による整備とする。

・発掘調査では、基壇上面が削平されており礎石は確認されていないことから、礎石の表
示は行わない。また、心礎も同様であるため、遺構表示は実施しないこととする。

④創建塔

図 36　創建塔の平面図
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оذ（҅ᙱƔǒ）

図 37　回廊基壇復元の断面図（西回廊の図面）
（下野市　平成 13 年 (2001)『史跡下野薬師寺跡保存整備事業報告書』p.30 より転載）

・基壇盛土の高さや平面規模、柱位置等の復元整備に関しては、第１期整備の西回廊に準
ずる。ただし、使用する素材については耐久性の高い舗装材等を用いる。

・県道部分の遺構表示については、第４期以降の保存整備計画書で引き続き検討する。

⑤東回廊
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図 38　回廊基壇復元の平面図（西回廊の図面）
（下野市　平成 13 年 (2001)『史跡下野薬師寺跡保存整備事業報告書』p.30 より転載）

・第１期整備では、山砂を転圧する手法で基壇整備したが、霜の影響等を受け基壇盛土が
崩れてきているため、擬土や多機能型排水性舗装（FFP）等を使用し再整備する。

⑥西回廊

多機能型排水性舗装（FFP）（https://www.gaeart.com/technical/01.html）
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・ 回廊の壁の位置を明示するため、地覆石の配置を検討する。合わせて、復元回廊と基壇
整備部分の連続性を持たせるため、礎石上への円柱の設置も検討する。

・ 令和２年 (2020)10 月時点で経年劣化が目立つ復元回廊の該当箇所（下記写真）を修復
する。

・使用する顔料（弁柄、緑青、黄土）は、第１期整備と同等のものを基本とする。

ᘺƷᑥᓳƪر

ᘺƷᑥᓳƪر

௵ƷƻƼлǕǍرᘺƷᑥᓳƪ
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５．修景及び植栽に関する計画
・今回の整備予定地においては、高木や中木の植栽は行わない。
・現薬師寺の境内と整備予定地との境界には、生垣を配植する。
・整備予定地は広場の利用を想定し、野芝を基本とした低茎草地とする。
・遺構表示の周囲には根切り施設を設置し、芝等の侵入を防ぐ。
・第１期整備で植栽した梅が過密状態となっているため、間引きなどの環境整備を行う。

６．案内・解説施設に関する計画
・ 西回廊を中心とした第１期整備から約 20 年が経過しており、既存の解説板等の劣化や

破損が目立つ状態となっている。また、解説内容についても、最新の調査成果が解説板
に反映されていない状況のため、解説面（陶板等）の更新に合わせて内容を変更する。

・ 屋外の総合説明板（右下の写真）については、等高線表示が細かく、かえって史跡周辺
の地形や立地環境の理解を損なう内容となっているため、改修する。

第Ძ期整備ưᚨፗƠƨᚐᛟெȷ総合ᛟଢெ

図 39　植栽計画図
ᘓሪ㊧

（ᇶቭ⾲♧）

ᖮ➎ᨭᰕ㊧
（ᨭᰕඖ）

��南㛛㊧

�ᬻᐃ⾲♧）

ఞ
⸛
୰
ᚰ
㍈

ᶓ᩿Ṍ㐨

す㔠ᇽ㊧

୰㛛㊧

ᶓ᩿Ṍ㐨

下野⸆ᖌ寺Ṕྐ㤋

᱂ᇵᅬ

ᮾ
ᅇ
ᗯ
㊧
协
ᇶ
ቭ
⾲
♧
卐

す
ᅇ
ᗯ
㊧
协
୍
㒊
⿵
ಟ
卐 ㊰

㠃

ୖ

㝵ẁ

㔠ᇽ㊧

（ᇶቭ⾲♧）

ㅮᇽ㊧

（ᖹ㠃⾲♧）

㊰
㠃

ୖ

ᮾ㔠ᇽ㊧

（ᇶቭ⾲♧）

ᘓሪ㊧

（ᇶቭ⾲♧）

ᮾ
ᅇ
ᗯ
㊧
协
┴
㐨
㒊
ศ
ࡣ
➨
㸲
ᮇ
ᩚ
ഛ
௨
㝆
卐

⏕ᇉ

市㐨の⛣タ

ᱵᯘの㛫ᘬࡁ

ᒇእ⥲合ㄝ᫂ᯈの୍㒊ᨵಟ

内ᯈ・ㄝ᫂ᯈ࡞

㟁ᰕ・㐨㊰ᶆ㆑࡞

Ỉ㣧ࡳ

ࢳࣥ࣋

᪤タのᕤస≀࡞

Ⱚࢆᇶᮏしࡓ
పⱼⲡᆅの⠊ᅖ

0 20m



54

図 40　解説板の詳細図
（下野市　平成 25 年 (2013)『第２期整備実施計画書』p.38 を一部修正）

・案内板や解説板は、ユニバーサルデザインを考慮し、多言語対応とする。
・平成 29 年 (2017) に「下野薬師寺アプリ」を公開し、ガイド機能を充実させてきたが、

視覚情報だけに頼らない、より汎用性の高いガイドシステムの導入も検討する（例：音
声アプリの『スマートガイド』など）。

・来訪者が現地でＶＲ装置を利用するなど、より迫力のある史跡を体感できるようなシス
テム整備を図る。

７．管理施設及び便益施設に関する計画

　整備予定地の電柱については、現在も近隣住民の生活に用いられているため、敷地内で
遺構に影響がない場所へ移設する。将来的に史跡の公有地化や追加指定が進み、電線等を
別ルートで迂回させることが可能な場合には、史跡景観向上のため電柱を撤去する。

①電柱

　来訪者が快適に史跡公園内を散策できるよう、適所にベンチを設置する。
④ベンチ

　整備予定地は、芝を基本とした低茎草地となることから、植栽管理のための散水栓を適
宜、設置する。

②散水栓

　史跡地の適切な管理のため、薬師寺境内や墓地、宅地との境界にロープ柵等を設置する。
③境界柵

８．公開・活用及びそのための施設に関する計画
　下野薬師寺歴史館は平成 13 年度 (2001) の開館から約 20 年経過しているため、展示内
容に最新の調査結果や新たに得られた知見が反映されていない。来訪者の歴史学習の場と
して十分な活用を図ることができるよう、展示内容を改修・更新する。

・伽藍模型に関しては、最新の調査結果により判明した伽藍配置となるよう改修する。ま
た、プロジェクションマッピング等を組み合わせた模型作成を検討する。
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９．周辺地域の環境保全に関する計画
　『下野市環境基本計画』等の方針に基づいて、史跡周辺の自然環境や歴史的・文化的環
境の保全と活用を推進する。また、史跡指定地内の住宅や寺院等に配慮した環境保全に取
り組む。
　史跡指定地内に墓地があるため、寺院の宗教活動や来訪者の見学に支障がでないよう、
動線を工夫するなど、周辺環境に配慮する。

10．地域全体における関連文化財等との有機的な整備活用に関する計画
　令和２年 (2020) ７月策定の『下野市文化財保存活用地域計画』では、市内に点在する
文化財の総合的な活用を目的として、関連文化財群・文化財保存活用区域を設定している。
下野薬師寺跡は、関連文化財群における「独自の地域性を持つ古墳文化と東国随一の国家
仏教の地「下野」」及び薬師寺保存活用区域に該当していることから、地域計画との整合
を図りながら周辺文化財と一体的な活用を図る。下野市では『地域計画』の策定に合わせ
て「文化財の保存と活用による地域づくり－東の飛鳥プロジェクト－」という小冊子を作
成し、市域全体の歴史資源について分かりやすく紹介している。
　また、下野薬師寺跡を広域的に活用するため、他県を含めた周辺市町とのネットワーク
強化を図り、市域を越えて歴史資源を活用する。

・他地域からの来訪者が、下野薬師寺と周辺文化財の関係について理解を深めることがで
きるよう、広域パンフレットを作成する。

・上記の広域パンフレットを、小金井駅、自治医大駅、石橋駅に設置されているレンタサ
イクル貸出場や、道の駅、下野薬師寺歴史館、しもつけ風土記の丘資料館等で配布する。

・下野薬師寺歴史館を核として、下野薬師寺アプリ「ＶＲ東の飛鳥」によるＡＲ観光ガイ
ドを用いた文化財の周遊を促進する。周遊にあたっては、下野市観光協会が運営するレ
ンタサイクル及び「しもつけディグリングマップ」等を活用する。

・都市計画課が主体となる『下野市歴史的風致維持向上計画』では、「薬師寺地区」を歴
史的風致の重点区域に設定しており、周遊ルートの道路整備を計画している。下野薬師
寺跡だけではなく、周辺の歴史資源に誘導するサイン施設等を合わせて設置する。

・「ＶＲ東の飛鳥」や「下野市文化財バーチャルミュージアム」で公開している文化財等
をマッピングした地図に、市外の文化財等もマッピングするなど、周辺市町とのネット
ワーク強化を図る。

・薬 師 寺 に 特 化 し た ホ ー ム ペ ー ジ を 市 役 所 の ホ ー ム ペ ー ジ や 下 野 市 文 化 財 バ ー チ ャ ル
ミュージアムのサイト内に作成し、広域連携を促す。

・展示内容については、下毛野朝臣古麻呂ほか、７世紀末から８世紀における下毛野氏の
中央政府での活躍を紹介するコーナーを設ける。

・下野薬師寺歴史館の展示説明についてユニバーサルデザインの観点から多言語化を図
る。

・屋内のフォトスポットとして「フラッシュプリント（リフレクト印刷）」等の特殊印刷
を利用し、その場所でしか撮影できない特別感を演出する。
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図 41　下野薬師寺アプリ「ＶＲ東の飛鳥」紹介パンフレット
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11．公開・活用に関する計画
　下野薬師寺跡で現在行われているイベントなどの活用事業を継続しつつ、地域コミュニ
ティの場となるような施策を展開する。また、史跡の情報を広く活用してもらえる体制を
整備する。第３期保存整備後の年間の来場者数（下野薬師寺歴史館の入館者数）の目標値
は 9,000 人と設定する。

・ボランティアガイドの養成講座について、ホスピタリティ（接客）や救急救命等に関す
る研修も充実させつつ、継続的に実施する。

・『第二次下野市観光振興計画』では、多言語対応マップの作成等を推進し外国人観光客
の誘客を図っていることから、本史跡においても多言語対応の解説板やマップを作成す
る。

・解説を聞きながら、まちあるきを楽しめる音声アプリとの提携を検討する。
・ふるさと学習によって市内の小中学校の学習活動や、体験学習の支援を行う。
　※ふるさと学習：ふるさとの歴史文化を学校教育の資源として活用し、子どもたちの
　　　　　　　　　ふるさとを愛する心を育むことを目的とした下野市独自の教育活動
・下野薬師寺跡と周辺の歴史資源を有機的に結び、ウォーキングなどで日常的に周遊でき

るルートを設定する。
・下野市文化財バーチャルミュージアムで遺物等のデジタルアーカイブを公開し、歴史資

料へのアクセスを容易にすることで、下野薬師寺跡や周辺遺跡に興味を持った来訪者が
さらに学びを深めることができる体制をつくる。

・「下野薬師寺ボランティアの会」の活動、ガイド養成講座や下野薬師寺歴史館と協力し
た活動を今後も継続して行い、地域住民と行政が協働して史跡の活用に取り組む。

12．管理・運営に関する計画
・第３期保存整備が完了した場合は「下野薬師寺跡ふるさと歴史の広場」と一体となった

史跡公園として下野市が維持管理と運営を行っていく。その際、市の庁内でも文化財担
当のほか、公園、道路、都市計画等の関連部局との連携・協力体制を構築する。

・史跡の維持管理・運営について、現在協力を得ている地元ボランティアや地権者等を中
心としたＮＰＯ等に委託するなどして、市民の参加や市民との協働をより一層推進し、
体制の充実化を図る。

・地元ボランティアや地権者等との連絡協議会等の設置を検討する。
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13．事業計画

　今後の下野薬師寺跡の整備スケジュールは、以下の内容を予定している。
（１）年次計画

（※事業の進捗状況により、実施年度や整備内容が変更となる可能性がある）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

保存ဇ計画
保存整備計画
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̲
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・᪂࡞ࡓṔྐ㈨⏘のⓎ᥀
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第６章　完成予想図
１．完成予想イメージパース図
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